
1 
 

表 1. 劇症肝炎の診断基準（厚生労働省「難治性の肝疾患に関する調査研究」班：2003 年） 
 
 
 劇症肝炎とは，肝炎のうち初発症状出現後 8 週以内に高度の肝機能異常に基づいて昏睡Ⅱ度以上の肝性

脳症をきたし，プロトロンビン時間が 40%以下を示すものとする。そのうちには症状出現後 10 日以内に

脳症が発現する急性型と，11 日以降に発現する亜急性型がある。 
 
（注1） 先行する慢性肝疾患が存在する場合は劇症肝炎から除外する。但し，B 型肝炎ウイルスの無症

候性キャリアからの急性増悪例は劇症肝炎に含めて扱う。 
（注2） 薬物中毒、循環不全、妊娠脂肪肝、Reye 症候群など肝臓の炎症を伴わない肝不全は劇症肝炎

から除外する。 
（注3） 肝性脳症の昏睡度分類は犬山分類（1972 年）に基づく。 
（注4） 成因分類は「難治性の肝疾患に関する研究班」の指針（2002 年）に基づく。 
（注5） プロトロンビン時間が 40%以下を示す症例のうち，肝性脳症が認められない，ないしは昏睡

Ⅰ度以内の症例は急性肝炎重症型，初発症状出現から 8 週以降 24 週以内に昏睡Ⅱ度以上の脳

症を発現する症例は遅発性肝不全に分類する。これらは劇症肝炎の類縁疾患であるが，診断

に際しては除外して扱う。 
 

 
 

  


